
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

基金訓練 緊急人材育成事業（受講料無料・訓練生活支援給付金制度あり） 

認定番号（訓練番号）認２３-３８-０２-００-００６０ 

基礎演習科  受講生募集！ 

未就職卒業者向け 

・６ヶ月間の訓練で必要なスキルを無理なく習得！ 

・仲間とともに学び、就職を勝ち取ろう！ 
 

募集期間 Ｈ２３．６．８（水） － Ｈ２３．６．２９ （水） 

訓練期間 Ｈ２３．７．２５（月） － Ｈ２４．１．２７（金） ９：００ － １５：５０（土日祝祭日は休日、夏期・冬期休日あり） 

定員 ２０名 

（※定員に大きく満たない等の時、中止する場合があります） 

応募資格 

受 講 料 

申 込 先 

選 考 日 
Ｈ２３．６．３０（木）  １０：００～１７：００ 

選考場所：愛媛大学教育学部４号館 

選考方法 作文、面接、筆記試験、遵守事項確認など 

選考通知 Ｈ２３．７．１（金）郵送または電話にて連絡 

無料     ただし、テキスト代 ￥３，７７０、 

職場見学等のための交通費￥１０，０００程度は、自己負担となります 

①～④のいずれにも該当する方 

①ハローワークに求職申込みを行っている方 

②ハローワークにおいて、キャリアコンサルティングを受けて、 基金訓練のあっせんを受けた方 

③訓練を受けるための必要な能力等がある方 

④過去に公共職業訓練を受講したことがある方は、訓練終了後１年以上経過し、かつ、平成２１年６月８

日以降に受講を終了した公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする訓練が合計して２４カ月を超え

ない方。 

居住地を管轄するハローワークヘ申込書を持参 

訓練実施場所 

愛媛大学教育学部４号館 

愛大ミューズ 

 

訓 練 実 施 機 関 

  

問合せ先 

ＮＰＯ法人愛媛アカデメイア 

ＴＥＬ：０８９－９８９－８８６４ 

E-Mail ： info.academeia@agate.plala.or.jp 

担当：岡村、小笠原 



□■訓練概要■□ 

 

訓練実施機関名 ＮＰＯ法人 愛媛アカデメイア 認定番号 認２３-３８-０２-００-００６０ 

訓練コース名 基礎演習コース 訓練科名 基礎演習科 定員 ２０名 

訓練場所 松山市文京町３番愛媛大学教育学部４号館、愛大ミューズ 

訓練期間 Ｈ２３．７．２５（月）～Ｈ２４．１．２７（金） ６ヶ月間（１０７日） 

訓練時間 ９：００～１５：５０   訓練休 土、日、祝祭日、夏期、冬期 

応募の条件 キャリア形成の方向を模索しており、就職の意欲を持つ方 

訓練目標 企業において必要な基礎的な知識、能力、マインドを持つ人材の育成 

募集期間 Ｈ２３．６．８（水）～Ｈ２３．６．２９（水） 

選考日 Ｈ２３．６．３０（木）１０：００～１７：００ 選考場所 愛媛大学教育学部４号館 

選考方法 作文、面接、筆記試験、遵守事項確認など 選考結果通知日 Ｈ２３．７．１（金） 

科目 科目の内容 訓練時間 

訓 
 

練 
 

内 
 

容 

学 
 
 

科 

入所式 オリエンテーション １時間 

修了式 就職に向けての展望 １時間 

社会人基礎力 社会規範、集団生活の規範、職業人倫理、企業活動と倫理 

文章理解（新聞読解） 

４０時間 

ビジネスマナー 組織での仕事の進め方、営業の基本、名刺の渡し方 

挨拶とマナー 

６０時間 

情報リテラシー 情報リテラシー、ネットリテラシー、ＯＳの基礎 

ソフトウェア活用 

２０時間 

仕事と係数 係数の基本、職場における係数の扱い方 ２０時間 

実 
 
 

技 

ワークガイダンス演習 対人関係、自己分析、自己プロデュース、職業意識 １１２時間 

ＩＣＴ活用の基礎実習 ワープロソフト、表計算ソフト、 

プレゼンテーションソフト基本操作 

６４時間 

ビジネス文書作成 企画書作成、プレゼンテーション、事業計画作成 

ビジネスレター 

６４時間 

業界特化分野の基礎演習 ＩＴ分野、営業・販売・事務分野、農業分野 

旅行・観光分野、社会的事業分野 

１８０時間 

職場見学 等 職場見学、職業人講話、職場体験 ６４時間 

訓練時間合計 ６２６時間（学科：１４２時間、 実技：４２０時間、 職場見学等：６４時間） 

                 

「訓練・生活支援給付金」は、次のすべてに該当する方が対象となります。この他にも支給要件がありますので、必ずハローワー

クの窓口で確認を受けてください。 

 

①ハローワークに求職登録されている方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方 

②雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方（受給を終了した方を含む） 

③世帯の主たる生計者である方（原則として、申請時点の前年の状況によります。） 

※平成２１年３月から平成２３年９月までに卒業（予定を含む）で就職未決定の学生・生徒（中学校、高等学校、高等専門学校、

大学（大学院、短期大学を含む。）等）の方は③の要件は適用しません。 

④申請時点で年収見込みが２００万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが３００万円以下の方 

⑤世帯全体で保有する金融資産が８００万円以下の方 

⑥現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方 

⑦過去３年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方 
 

 

受講期間中、資格要件を満たした方には、訓練・生活支援給付金が支給されます。 

●扶養者のいる方 １２万円（月額） ●扶養者のいない方 １０万円（月額） 

 


